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平 成 ２６ 年 度 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 



 



 

平成２６年度千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 
 平成２６年度千葉県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 144,653 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,375,415 千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   
 

平成２６年１１月１９日提出 
千葉県後期高齢者医療広域連合長  志 賀  直 温   

 
 
 

提案理由 
地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第２号の規定により、議決を求める。 
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千葉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算に関する説明書 
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平 成 ２６ 年 度 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第１号） 



 



 

平成２６年度千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算（第１号） 

 
 平成２６年度千葉県後期高齢者医療広域連合の特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,689,904千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ503,662,250千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」に

よる。 
 
 

平成２６年１１月１９日提出 
千葉県後期高齢者医療広域連合長  志 賀  直 温   

 
 
 

提案理由 
地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第２号の規定により、議決を求める。 
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第  ２  表 　　債 務 負 担 行 為

事 項 期 間

高 額 介 護 合 算 療 養 費 支 給 決 定 通 知
作 成 及 び 封 入 封 緘 業 務 委 託

平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ７ 年 度 ま で 998　千円

診 療 報 酬 明 細 書 二 次 点 検 業 務 委 託 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ７ 年 度 ま で 52,484　千円

限 度 額

特
別
会
計
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平 成 ２６ 年 度 
 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合特別会計補正予算に関する説明書 
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事　　　項

期　　間 金　　額 期　　間 国県支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

自　平成26年度
998 －　 －　 998 －　 －　 －　 998

至　平成27年度

自　平成26年度
52,484 －　 －　 52,484 －　 －　 －　 52,484

至　平成27年度

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

前 年 度 末 ま で の

支   出 （見込） 額限　度　額

診 療 報 酬 明 細 書
二 次 点 検 業 務 委 託

高 額 介 護 合 算 療 養 費
支 給 決 定 通 知 作 成 及 び
封 入 封 緘 業 務 委 託

一般財源

当 該 年 度 以 降 の

支   出   予   定   額

金　　額
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